
（13） むなかたタウンプレス

　ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。ド
ラム缶を使ったり、ブロックで囲ったり、穴を掘ったりしてごみを燃やすことも禁止
です。また、個人所有の焼却炉の使用も禁止されています。
　ごみは、市で定められた処理方法で適正に処理しましょう。法律に違反してごみを
焼却した人は、５年以下の懲役か、1,000万円以下の罰金が科せられます。
　ただし、「同法施行令第14条」で次の焼却は例外として認められています。
【例外的に認められている焼却】
●農業、林業か漁業を営むためにやむを得ないものとして実施される廃棄物の焼却
　農業者が実施する田の畦（あぜ）草焼き（３月～５月ごろ）、麦わら焼き（５月～
　６月ごろ）、わら焼き（10月～11月ごろ）など
●風俗慣習上か宗教上の行事を実施するために必要な廃棄物の焼却
　地域で実施する「どんど焼き」など
●たき火、その他日常生活を営む上で、通常実施される廃棄物の焼却で、軽微なもの
　など

【例外的に認められている焼却などでも、
近所の人との相互理解が必要です】

　焼却時の煙で、「不快」「喉が痛い」「洗濯物に臭いがつく」などの苦情がよく寄せ
られます。
　住宅が近隣にある場所などでは、「風の強い日を避ける」「風向きや時間帯を考える」

「最小限の焼却にする」「焼却の日時を事前に近所の人に連絡する」など、延焼の危険
性を避け、近所の人に灰や煙の迷惑がかからないように気をつけましょう。

【「暖炉」や「まきストーブ」なども、相互理解で快適生活を】
　最近では、癒やしや環境を意識して、暖房器具に「暖炉」や ｢まきストーブ｣ など

を使用する家庭もあります。これらは、適正に使用している限りでは、ごみの焼却と

違って違法性はありませんが、煙で近所の人とトラブルになる場合があ

ります。燃やす人と近所の人がお互い快適に生活できるよう、日ごろ

から相互理解に努めましょう。
■問い合わせ先　▽生活環境課　　　　 ☎（36）１４２１
　　　　　　　　▽農業委員会事務局　 ☎（36）００４６
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